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午後１時２７分開会 

○太田せいいち委員長 それでは、ただいまより子

ども・子育て支援対策調査特別委員会を開会させ

ていただきます。 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 最初に、記録署名員を指名

させていただきます。 

  渡辺委員、ぬかが委員、よろしくお願いいたし

ます。 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 次に、請願・陳情の審査を

議題といたします。 

  初めに、５受理番号３９ どの子も健やかに成

長できる質の高い保育、父母のニーズに対応した

保育を実施するために、待機児童対策、施設・環

境・体制の整備・拡充などを求める陳情、５受理

番号４８ 保育士配置の最低基準の引き上げと国

民の負担増を伴わない保育予算の大幅な増額を求

める意見書を国と東京都に提出することを求める

請願、以上２件を一括議題といたします。 

  ２件とも前回は継続審査であります。 

  また、報告事項、令和７年１０月１日の保育所

等利用待機児童の状況等についてが本請願・陳情

と関連しておりますので、併せて執行機関に説明

を求めます。 

○子ども家庭部長 それでは、教育委員会の資料の

９ページをお開きください。 

  令和７年１０月１日の保育所等の待機児童の内

容でございます。１０月１日の待機児童というの

を、足立区が年度途中のものとして公表させてい

ただいているものでございます。 

  今年度は３１１名と、前年度に比べて２３７名

大幅に増となっております。 

  この理由といたしましては、育児休業延長希望

者を、いつも待機児童から差し引いていたのです

けれども、国の通知等により育児休業の希望者が

把握ができなくなったため、今回このような大幅

増になったというものでございます。 

  少し例を御説明させていただきますと、例えば

昨年７月に生まれた方が今年の７月でちょうど１

歳になりますので、この場合、育児休業手当金が

１歳で切れます。その場合は保育園の申込みをし

て、それを、保育園が当たらなかったという証明

を付けないと、それ以降、７月以降、３月までの

育休手当金がもらえないというふうな形になりま

す。通常、大体１歳から入る方はそういうふうな

形にするのですけれども、その場合の、変更点の

括弧の部分で、そこに育児休業支給の延長をしま

すというチェック欄を設けることはまかりならぬ

という国の通知がございましたので、今回このよ

うになったものでございます。 

  詳細な結果は、9 ページ、また１０ページ以降

に記載させていただいておりますので御覧くださ

い。 

  以上でございます。 

○太田せいいち委員長 それでは質疑に移ります。 

  何か質疑はございますか。 

○ぬかが和子委員 今の、育児休業を延長したいと

いう方を除外しないということで年度途中の待機

児童数が大幅に増えたという御報告だったのです

けれども、増え方がかなり激しくて。 

  通常、育児休業を延長したい方というのは大体

何割ぐらい、つまり、推計でしか出せないにして

も、実際に育児休業延長のために不承諾の通知が

欲しい人以外で年度途中の待機児童というのは、

正確な数字は出ないとは思うけれども、推計だと

どのくらいだというふうに見込んでいるのか、ま

ずお伺いします。 

○保育・入園課長 あくまでも推計ですが、恐らく

８０人程度だと想定しております。 
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○ぬかが和子委員 それで、そう考えたときに、推

計の数字でしかないにしても、やっぱり年度途中

で入れない子たち、年度途中で転居か何かで入れ

ない子というのは、意外と必然性が高い方が多く

て、本当に差し迫った方も多いという点では何と

かしなくてはいけないとは思っているのですけれ

ども。 

  併せて、この報告資料の添付で出されている資

料を読ませていただきました。そして、これ拝見

しますと、年度途中の待機児童を減らすためにど

うしたらいいのかというのがずっと、要は年度途

中の待機児童と第一次不承諾ですか、減らすため

にどうしたらいいのかと、特に第一次不承諾をな

くしていくという方向での計画も出してくださっ

たということで、計画を出したことは本当によか

ったというふうに思っているのです。とにかく、

今まででいうとずっと３桁だったものが、前回４

桁を上回ってしまったということだったので。 

  ただ、ずっと見ていくと、例えば実際の事例で

も、保育ママに不承諾になったから預けようとし

ても、常勤の方では預けられないということがあ

って、やっぱりそれは時間の問題もあってそうい

うふうになっていくわけですけれども。その辺に

ついても少し書かれていたのですけれども。 

  今後、保育ママなどもどうしていこうとしてる

のか、改めてお伺いします。 

○保育・入園課長 添付資料の取組のところにも書

かせていただきましたが、やはり今、保育の預か

れる時間が短いといったような課題もございます

ので、呼び掛けをしていきまして、極力長くお子

さんを預かっていただけるような呼び掛けはして

いきたいと考えてございます。 

○ぬかが和子委員 そういうことも含めながら、今

回出していただいた別添資料では地域型保育の充

実と魅力発信ということで言ってはいるのですけ

れども、ただ、やっぱり地域型保育は、特に保育

ママは保育資格を有しなくても保育ができるわけ

ですよ。何回か私申し上げているように、保育の

資格を持っていたって、１人で３人のゼロ歳児を

１日見るというのは、とても怖くて、１人では見

たくないし、見られない。 

  集団の中で、きちんと安心して見られる体制と

いうのが必要だということを考えると、やっぱり

公的な保育とか、いわゆる認可園とか、ちゃんと

保育資格がある、そういうところの拡充や充実と

いうのがどうしても必要になってくるだろうと思

うのですが、その辺はどうでしょうか。 

○保育・入園課長 やはり認可の保育園を増やして

いくということは、今、既存園の３歳から５歳の

定員が埋まらないというようなお声も聞いており

ますので、一つの箱物を建てるというところは、

ちょっと安易には判断できないのかなというふう

に考えてございます。 

○ぬかが和子委員 私、箱物を建ててという質問で

はないのですよ。何を言っているかというと、や

っぱり入れるようにしていかなければいけない、

例えば★★、そして、３歳児以降は、逆に勤務時

間が短い方は体制が整えば幼稚園に移ってもいい

と考える方もいるわけです。だったら、そこを手

厚くする工夫というのはできるのではないかとい

うこと。 

  それから、保育園だって建て替えがあるわけで

すよ、公立保育園も。そのときに、ゼロ歳から２

歳までを手厚くするような制度設計をするとか、

そういう見通しをもって認可保育園に入れる仕組

みというのを考えていかなくてはいけないという

意味で、充実すべきではないかと聞いているので

すけれども。 

○幼稚園・地域保育課長 現在、私立の幼稚園に関

しまして認定こども園化を促しておるところでご

ざいまして、今回３園にヒアリングを実際にさせ

ていただきました。 

  今後、現在の既存の幼稚園を認定こども園化す

ることで、ゼロ歳から２歳の受入れを増やしてい
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きたいと考えております。 

○ぬかが和子委員 認定こども園の、ゼロ歳が、本

当に経験がない中でできるのかというのは若干心

配がありますけれども。ましてや、幼稚園型の認

定こども園の方々が持っている資格は、幼稚園教

諭の資格、保育士の資格とはちょっと学ぶことも

違ってくる。どちらが上とか下とかというつもり

はありませんけれども、やっぱりゼロ歳児の特性

とか１歳児の特性というところで若干違いが出て

くるとていう点では、そういうことも含めて、全

体として入れる選択肢を広げる、しっかりと有資

格者や安心して預けられる体制を、ここにいろい

ろ書かれているのだけれども、どこを大事にする

かといったら、やっぱりゼロ歳・１歳の、入れな

い、第一次不承諾をなくしていくためには、ちゃ

んと資格を持ったところでの定数枠を厚くしてい

くと。 

  なぜそういう言い方したかというと、保育ママ

も頑張っているし、私知り合いも結構いるので、

すごく努力されているのも十分分かっていて、で

も、そういう方だってずっと１人で、時間をちょ

っと長くと言われたって、今まで５時だった４時

だったのが６時半までと言われたって、それはな

かなか大変なことなわけですよ。 

  そういうことを考えると、より現実的な、そし

て安心して預けられるような体制をつくっていく

という点で、この計画を進めていっていただきた

いのですが、どうでしょうか。 

○子ども家庭部長 ぬかが委員おっしゃるとおり進

めたいと思いますし、来年度は予算計上はさせて

いただいておりますが、ゼロ歳児の定員の枠を１

年間保障するという形の予算計上を、今は、半年

だったのですけれども、それを１年という形にし

ておりまして、それをきっかけに私立保育園にも

ゼロ歳児の定員拡充であるとかというのは働き掛

けていく、そのようなことを総合的に今後も進め

ていきたいというふうに考えております。 

○ぬかが和子委員 併せて、次の陳情項目で、パブ

コメの回答をうんぬんかんぬんというのが、次の

ところで報告していただくということだったのだ

けれども、そのパブコメの意見と、それに対する

回答の中で、正にこちらの５受理番号３９に関わ

るような意見や要望というのは非常に多くて、と

りわけ保育環境とか保育士の体制とか、そういう

ことを充実していかないと、ほかのことはできな

いのではないのということがあって、そこはしっ

かりやっていっていただきたい、詳細は次の陳情

のところでやらせていただきますけれども、と思

うのですが、どうでしょうか。 

○保育・入園課長 実際に現場からも、事務の負担

が多いであるとかそういったこともお声を伺って

ます。どうしても保育の部分につきましては保育

士の皆様に、お子様の成育に応じた役割を担って

いただく必要がございますので、それ以外で割愛

できるもの、更にサポートできるものがないかど

うかを、しっかりと取り組んでまいりたいと考え

ております。 

○太田せいいち委員長 ほかに質問はございますか。 

○渡辺ひであき委員 単純に、今のこの３１１名で

すけれども、これは待機児童という言葉で本当に

いいのかどうかと思いますが、いかがですか。 

○保育・入園課長 待機児童という呼び方でいいか

どうかというと、ちょっと違うのかなというふう

には思います。 

○渡辺ひであき委員 区民の皆様は、要は３１１人

も待機児童がいるのというふうに取ってしまえば、

足立区の保育行政どうなのだという、乳幼児も含

めてどうなのということになるというふうに思う

のです。 

  これはちゃんと注釈を付けて、数字を別々な表

現の仕方にすることが★★のではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○保育・入園課長 渡辺委員おっしゃるとおりでご

ざいます。 
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○渡辺ひであき委員 是非よろしくお願いいたしま

す。 

○太田せいいち委員長 ほかに質問はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○太田せいいち委員長 なしと認めます。 

  次に、各会派の意見をお願いいたします。 

○くじらい実委員 今渡辺委員からも質問があった

とおり、待機児童というこの定義自体が、ちょっ

とこれからどうなるのかなというのも、これから

推移を見なくてはいけないと思います。 

  今回２件とも継続でお願いします。 

○いいくら昭二委員 我が会派といたしましては、

★★待機数等また出てくると思いますので、しっ

かりと推移を見ていきたいと思っておりますので、

今回は継続ということで。 

○ぬかが和子委員 先ほども質疑しましたけれども、

もちろん待機児童ということもあるけれども、私

たちは繰り返し言ってきているのは、第５希望ま

で書いてどこにも入れなかったという、第一次不

承諾を本当になくしていくのかどうなのかと、こ

こが、保護者からしてみるとあのショックという

のはないわけですよ。やっぱりそこをしっかりや

ってほしいという点で、今回は第一次不承諾を減

らしていこうというところに光を当てた計画を出

していただいたと、これは本当によかったという

ふうに思っています。ただ、この陳情にもありま

すように、そういった対策や施設、それから体制

の、特に保育士を増やすことや、これも陳情にあ

りますように、本当にこれからもっともっと頑張

っていかなくてはいけない分野だろうと。 

  そういうことで、世界水準から見て遅れている

日本の水準を上げていく、その先頭に足立区は立

ってほしいと、そういうことを議会としてもしっ

かり意思を表明するという意味で、採択を求めた

いと思います。 

○富田けんたろう委員 継続でお願いします。 

○佐藤あい委員 本当に入所したいという方々に対

して、しっかりと入所ができるという環境をつく

っていくということがやはり重要になると思いま

す。４月入所の段階での第一次不承諾というのが、

この時期入れなくて不安というようなお声が出て

くるときでありますので、是非、まずは４月入所

の調整における第一次不承諾の減少というところ

に力を入れていく必要があると思いますので、ま

だ議論も必要かと思います。 

  継続でお願いします。 

○土屋のりこ委員 請願に名前を連ねてもおります

ので、採択を求めます。 

○髙橋まゆみ委員 同じく、採択をお願いします。 

○太田せいいち委員長 それでは、本件は継続審査

とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○太田せいいち委員長 挙手多数であります。よっ

て、継続審査と決定いたしました。 

  次に、６受理番号１１ 子どもを産み育てやす

い新たな制度を求める請願を単独議題といたしま

す。 

  前回は継続審査であります。 

  また、報告事項、子育て家庭訪問事業に係るア

ンケート調査の実施について、パブリックコメン

トの実施結果及びこども誰でも通園制度の実施予

定内容についてが本請願と関連しておりますので、

併せて執行機関に説明を求めます。 

○子ども家庭部長 それでは、資料の２ページをお

開きください。 

  １０月から開始いたしました子育て家庭訪問事

業におきまして、それぞれ利用者、また子育て世

帯にアンケートを取りたいという御報告でござい

ます。 

  まず、項番２のところは、現在利用している方々

へのアンケート項目、項番３のところで、それを

利用していない方、この方々へのアンケート、２

パターンに分けて考えております。 

  子育て世帯へのアンケートにつきましては、イ
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ベント会場などでも、春の桜まつりもありますの

で、そういう形でアンケートを取っていきたいと

いうふうに考えております。詳細は、３ページ、

４ページ、５ページの方にありますので御覧くだ

さい。 

  次に、７ページになります。 

  こども誰でも通園制度における条例のパブリッ

クコメントを実施いたしました。また、実施予定

の内容について御報告させていただきます。 

  パブリックコメントにつきましては、今回、条

例についてのパブリックコメントをさせていただ

きましたが、項番１の（５）のとおり、内訳とい

たしましては、条例の内容は１４件で、それ以外

の、こども誰でも通園制度自体へのいろいろな御

意見を頂いております。詳細は別添資料を御確認

いただきたいと思います。こちらの方を参考にし

ながら、事業を進めていきたいというふうに考え

ております。 

  また、8ページになります。 

  こども誰でも通園制度の現段階での実施内容に

ついて御報告させていただきます。 

  実施事業所とシステムの利用と区民への周知に

ついては、項番２の（１）のとおりで、区立保育

園につきましては、現在考えているのが、４月以

降、定員２名で、平日、また、最大の年間受入人

数２８０名という形で、定期利用という形で進め

ていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○太田せいいち委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○ぬかが和子委員 まず最初に、今回の報告事項の

子育て家庭訪問事業に係るアンケート、子育て家

庭訪問事業そのものについてなのですけれども、

今回のアンケートで、前回指摘させていただいた、

今の絵本を受け取っている人だけにやったら、絵

本でいいよねという回答が多くなるのも当然で、

絵本を希望して受け取っているわけだから。それ

で、一般のところもやるということで、先ほど御

報告でも目標幾つやりたいということで出ていた

のですけれども。 

  絵本を受け取っている方の二千幾つと今報告い

ただいたのは、母数との関係、つまり今何人ぐら

いが利用していて、そのうち何人から回答をいた

だこうと考えているのかお伺いします。 

○子ども政策課長 現在のところ、２，３００余名

の方々に利用していただいております。その中な

のですけれども、これは１２月末の人数になりま

すので、今現在２，５００人に近づいている状況

だと思います。 

  したがいまして、登録していて訪問してる方と、

登録して、訪問がまだされてない方もいますので、

そういった方も含めて、２，５００の数値は御連

絡をさせていただきたいというふうに思っており

ます。 

○ぬかが和子委員 そうすると、登録しているけれ

ども利用してない人にも出して、回答してもらう

ということですよね。 

  登録している方は何名なのですか。 

○子ども政策課長 紛らわしい答弁で申し訳ありま

せん。登録してる方は約２，３００余名になりま

す。 

○ぬかが和子委員 ごめんなさい、そうすると、す

みません、私の理解が悪いのか、２，５００、回

答を得ると出ていて、登録している方で利用して

ない方も含めて２，３００、残りの２００はどう

するのですか。 

○子ども政策課長 申し訳ありません。登録してい

る方なのですけれども、１２月末現在の数値にな

りますので、２月にアンケートを取得しようとし

たときには恐らく２，５００を超えているだろう

ということで書かせていただいております。失礼

いたしました。 

○ぬかが和子委員 超えているだろうと今委員会で

報告されて、通知を送るわけで、ちょっとその辺



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ６  

 

がどうなのかというのはあるのですけれども。い

や、ただそれはちょっと確認だけと思っていたの

ですが。そのアンケートの中で、今回、選択肢と

して、紙おむつとか粉ミルクとかそういうものも

選択肢に入れてということで、今後在り方を見直

していただけるのだろうと思った上で質問させて

いただくのですけれども。 

  私も品川区のやり方をちょっと調べてみたので

す。そうしたら、紙おむつ・粉ミルクと言いなが

らも、紙おむつと粉ミルクと液体ミルクと離乳食

と、水まで含めて５３種類から選べるのです。５

３種類というのは、紙おむつだってサイズがいろ

いろあるし、夜用のパンツもあるしということで、

そういうことで、対象年齢は１歳になるまでとい

うのは足立区と同じ、やり方も同じで訪問・見守

りなので、会える人に手渡しをする、だから置き

配はしないと。置き配はしないで、単純な配達で

はなくて、申し込んでくれて、会えたら手渡しで

御希望のものをお届けしますと。会えなければ、

それをお届けできない。だから駄目ですよという

ことではないけれども、お届けできる回数が減っ

ちゃいますよと、だから会いましょうよ、玄関先

でいいですよという形でやってるわけです。これ、

今の足立区のよりも私はいいなと思っているので

すよ。 

  足立区のは、絵本はその場でお渡ししないで後

から宅配するということだと、全然、訪問して対

話して、ちょっと不安がある、コミュニケーショ

ンを取りましょうというところが主ではなくなっ

ちゃうと思っているので、やっぱりこういう品川

区のやり方を考えたときに、先ほどのアンケート

だと、粉ミルクか離乳食かその他かと選ばせるの

ですよ。でも、品川区のように、絵本は入ってい

ませんけれども、５３種類の中から、あなたの御

希望のものを順番に書いてくださいねと、あらか

じめ登録しておいて、そして、対面でお会いした

ときにお届けしながらコミュニケーションを取る

と。 

  こういう在り方に是非見直してほしいと思って

いるのですが、どうでしょうか。 

○子ども政策課長 今回アンケートを取らせていた

だいて、皆様の、利用されている方又は利用され

てない方も含めてアンケートを取りますので、そ

ういった状況の中で、どういった方向がいいのか

といったところを検討してまいります。 

  また、こういった品物を多く保管するというこ

とについては、費用面等もございますので、そこ

ら辺も含めて今後検討させていただきたいという

ふうに思っております。 

○ぬかが和子委員 いや、だから保管も何も、確か

に明石市に行った話も数年前に聞きましたけれど

も、今の足立区と似たような形態を取っている品

川区のやり方などもいろいろ聞きながら、ネック

が何なのかというのを明確にしてやっているとこ

ろがあるわけだから、それでやっていただきたい

というふうに思うのです。 

  それから、今回のこの報告事項の中で、こども

誰でも通園制度についてのパブリックコメントの

回答等々が寄せられているのですけれども、この

ことについても質疑をさせていただこうと思いま

す。 

  報告事項の中では、パブリックコメントでこど

も誰でも通園制度以外の要望が非常に多かった的

な書かれ方をしているのだけれども、それだけ保

育の体制とか保育士が足りない問題とか、施設の

面とか、そういう点で改善した方がいいと感じて

いる方々が多いということの表れではないかとい

うふうに思うのですが、どうでしょうか。 

○保育・入園課長 今回、こども誰でも通園制度自

体の御意見の中で、やはり今ぬかが委員がおっし

ゃったような御意見は真摯に受け止めたいと考え

ております。 

○ぬかが和子委員 その上で、こども誰でも通園制

度の御意見の中で、「誰でも通園」と銘を打つか
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らには、障がいのある子どもについての受入れが

明記されていないと、明記してほしいという意見

が出ているものに対して、ちょっとこの区の回答

はいかがなものかと思っているのです。 

  条例では正当な理由のない提供拒否の禁止を規

定していますと、だから、この利用枠の範囲内で

障がい児の受入れを行いますと。要は、全部受け

入れろと条例で決めているのだから、施設側は受

け入れるのが当たり前ですよというふうにしか見

えないわけです。でも、受け入れるためには受け

入れられるだけの、どの施設であっても、公立で

あろうが小規模であろうが、やっぱり手当てがな

ければ、それは環境だったり人だったり、手当が

なければ受けられない、そこを支えるのが行政だ

と、そういう側面というのは全く回答に出てない

のですけれども、その辺はどうなのでしょうか。 

○保育・入園課長 確かに、こちらの意見に対する

区の考え方は、そのように受け取れるような内容

で書いてしまいました。というのは、やはりこれ

は、あくまでも国の内閣府令に基づく条例の回答

ということで書かせていただきました。 

  ただ、ぬかが委員おっしゃるように、現場の体

制であるとか、もちろんこども誰でも通園制度な

ので、そういった状況のお子さんを保育施設でお

預かりするような制度にはなっていますが、現場

の体制等を踏まえながら、徐々にお子さんをお預

かりしていくというように今私ども考えてござい

ます。 

  以上です。 

○ぬかが和子委員 このパブコメの回答にも今言わ

れた答弁と同じようなことの趣旨が繰り返し出さ

れていて、表現は違いますけれども、国の内閣府

令に基づいてのものだといったって、別に国の内

部団体ではないのですよ、足立区は。地方自治体

として、条例を決めるのは自治体なわけです。国

はこういう事例を参考として、参酌標準的なもの

として示したとしても、そのとおりに条例をつく

らなくてはいけないということではないと思うの

です。 

  それで、もちろんほかにも条例があるから、そ

この中でというところもあると思うし、もともと

今回の条例については、実際にこども誰でも通園

制度をやるに当たっての、事業者のところに光を

当てた、そういう条例の全体像をパブコメを掛け

たということではあるけれども、やっぱり意見と

して出されているのが、事業者に求めることが非

常に多過ぎると。私も全部読んだのですけれども、

事業者は毎日替わる子どもを預かって、それを毎

日記録を行い、質も評価をしたり、何々をしなけ

ればいけないという記述がずっと書かれているの

ですよ。そうすると、行政は何なのと。何か事業

者に全部責任を押し付けるような、そういう表記

になっていて、そういうふうに感じている方が、

例えば記録することとか質の評価を行うこととか、

保育実施者に求めることが多過ぎると、事務が増

えると、そういうことについて条例で縛りを掛け

てほしいとか、そういう意見になっているのだと

思うのですよ。 

  やっぱりそこはしっかりと、全部事業者に責任

を、あの条例だけ見ていると、本当に全部事業者

に、あなたたちがちゃんとやりなさい、やらない

のはあなたたちがいけないのですよ、お金を出し

てあげるのですから的なものに見えてしまうので

すけれども、そうではないと思うのです。そこは

どうですか。 

○保育・入園課長 決してそういう、行政が実施事

業者に対して丸投げというような考えはございま

せん。 

○ぬかが和子委員 だとしたら、少しそういう、実

際に条例をこれから第１回定例会に出してやって

いくのだろうというふうには思うのですけれども、

やっぱりそういうところは、十分こういう声を反

映していただきたいというふうに思っているので

す。事業者だけをがちがちに縛るような、保育実
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施者だけを縛るような条例の在り方にはしないで

ほしいと。 

  それから、保育士不足、配置基準に関する御意

見というのが５２件ということで、区でまとめら

れていて、それに対して回答してるわけです。私

もそのとおりだと思うのですけれども、災害時に

国基準の保育士配置で、慣れてない子どもたちを

守れるのかといった御意見や、今でも保育士不足

なのに、新制度で混乱が起きそうだと、在園児に

支障が出ないのかと、こういった御意見が多数寄

せられていたということが出されているのですけ

れども。それから、併せて、施設と人の体制をち

ゃんと整えてから、安心できる体制にしてからこ

ういうことをやってほしいということも出されて

いるのですが、これに対しての区の回答が、また

ちょっとびっくりというか。 

  国の基準に沿って策定したのだから、これに沿

ってやっていきますという回答なのですよ。本当

にそれでいいと思っているのでしょうか。 

○子ども家庭部長 さっきちょっと公立保育園のお

話があったと思いますけれども、公立保育園は★

★当たり２名という形で、国の基準より大幅に数

を少なくしております。公立保育園は１人、保育

士を配置するので、２人に対して１人という形に

なりますので、それは運用面で我々としてもやっ

ていきたいと思いますし、私立保育園とか私立幼

稚園についても、それぞれの事業者の考え方がご

ざいますが、あくまで国に沿った条例をつくった

上で、運用は我々の方で、できるだけ現場に負担

が掛からないようにという形で、今回、公立保育

園については検討させていただいた、２人でも多

いのではないかという御意見も実はありまして、

保育士１人に対して１人でいいとかという御意見

もありますけれども、そこはなかなか、1 人付け

ているのに１人しかやらないというのも、ほかの

私立とか、ほかの事業者に顔向けができないとこ

ろもあるので、今回は２人という形で、スロース

タートでやらせていただきましたが、できるだけ

そのようなスタンスでやっていきたいというふう

に考えております。 

○ぬかが和子委員 足立区の公立保育園でそういう

ふうにやっていただけるということは、多分、現

場との相談の中でそうなったのだろうと思うし、

それは、今子ども家庭部長がお答えになったとお

り、確かに国基準よりもはるかにしっかりした対

応でやっていただけるということはいいと思うの

ですけれども、だとしたら、そういうことを区の

考え方として書くべきだろうと、運用の中で対応

するとか。 

  何かこの回答だけ見ると、一般の方は、こうい

う委員会の傍聴でもしてない限りは公表されるパ

ブコメの考え方しか見られないわけです、そうす

ると、この考え方だけ見ると、あくまでも国の基

準に沿って策定した条例のとおり進めるのです、

これが適正なのですという回答なのですよ。これ

だと、私が思ったのは、もともと国基準というの

が非常に非現実的だから、この間も改善がされて

きている、配置基準だって変わってきている、も

っと言うと、古くから、国基準で１人でゼロ歳児

を６人見るなんていうのはできないから、東京都

は昔、３対１という基準でスタートして、それが

今、国でも基準になったというふうに、国が決め

ることが絶対ではなくて、足立区として一番いい

ものにしていくのだという姿勢を是非、国の基準

どおりだったら、それどおりにルールをつくって

やりますというのだったら、パブコメをやる必要

はないわけです、全て変える考えはないという回

答だったら。 

  そうではなくて、こういう声を少しでも反映さ

せて、それをきちんと条例の中でも、盛り込める

ところは盛り込んでいただきたいと思っているの

ですが。どうでしょうか。 

○保育・入園課長 繰り返しの答弁で大変恐縮なの

ですが、条例については、このまま国の内閣府令
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に基づいた制定をさせていただきたいなというと

ころです。ただ、一方で、区の考え方のところに、

そういった運用面の、事業者に寄り添ったような

文言がなかったことについては、ちょっと配慮が

足りなかったなというふうに思います。 

  今後、パブコメの結果の公表等いたしますし、

更に各事業者の説明会においては、丁寧にその辺

はフォローしていきたいと考えてございます。 

○ぬかが和子委員 最後、もう一度お伺いします。

今回のパブコメでたくさんの意見が出されて、そ

れを反映して変更することになったことがあるの

ですか、ないのですか。 

○保育・入園課長 結論、ございません。 

○ぬかが和子委員 そこが問題だと思うのですよ。

だからさっきから質疑してるのね。何のためのパ

ブコメなのか。関係者や当事者や保護者や皆さん

の意見を聞くというのはアリバイ的に聞くことで

はなくて、やっぱり聞いた意見を少しでも反映す

ると。確かに、今まで多数やったパブコメだって、

きれいに声を反映してくれてないことはたくさん

あるけれども、だけれども、５０以上出された、

そういう、１００とか、そういう規模で出された

パブコメで何一つ反映してないというのは、あま

りほかの部でも例がないのですよ。いろいろな意

見が出て、ここの表現だけでも変えましょうかと

かやるわけですよ。それをやらなければ、何のた

めに苦労してパブコメをやったのかということに

なるわけです。アリバイでパブコメをやって、意

見を聞くふりをしたと言われても仕方ないぐらい

のことなわけですよ。 

  やっぱりそこは今からでも反映できるところは

反映するというふうにしていただきたいと、同じ

質問なってしまうので、強く要望して終わります。 

○太田せいいち委員長 ほかに質問はございますか。 

○富田けんたろう委員 私からも、まず全家庭訪問

についてお伺いします。 

  まず、先ほど数字の話がありましたけれども、

２，５００ですか、この数字というのは、この事

業の対象世帯の数なのか、それともこのアンケー

トを取る何か目標値なのか、どちらなのでしょう

か。 

○子ども政策課長 この２，５００という数字は、

２月にアンケートを取得する際に到達しているで

あろう登録者数の数値ということで設定しており

ます。 

○富田けんたろう委員 恐らく私もそうなのかなと

思っていて、では、聞き方を変えるといいますか、

この全家庭訪問の、そもそもの対象世帯というの

は何世帯なのでしょうか。 

○子ども政策課長 約４，２００から４，３００世

帯になります。 

○富田けんたろう委員 そうなると、やはり２月末

の時点では半分ぐらいしかまだ登録がされていな

いと、そういう状況なのかなというふうに思いま

す。 

  ちなみに、その対象世帯、４，０００ちょっと

でしたか、その世帯の中には恐らく外国人の方だ

ったり、外国語を母語とするような御家族の方も

いらっしゃるのではないかなと思うのですけれど

も、そのあたりりはいかがでしょうか。 

○子ども政策課長 富田委員おっしゃるとおり、外

国世帯の方も入っていらっしゃいます。 

○富田けんたろう委員 ちなみに、割合というか、

ざっくりどれぐらいとかという、把握されていた

りはするのでしょうか。 

○子ども政策課長 大変申し訳ございません。その

割合というのは把握してございません。 

○富田けんたろう委員 同じく、株式会社パソナラ

イフケアが大田区でも見守り事業をやっていらっ

しゃるではないですか。私この前もこの場で申し

上げましたけれども、やはり大田区は利用率が高

いと、８割ぐらい、実際に登録して、予約も入っ

ているのかな、８割ぐらいという中で、何だろう

といろいろ調べていると、もちろんお渡しするも
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のが絵本だけではなくていっぱい大田区はある、

品川区の話もありましたけれども、物そのものも

そうだし、今増えている外国人の皆さんが利用登

録しやすいように、ある意味すごく多言語化して

るのですよ、大田区などは。ホームページを見る

と５か国語で、利用登録のところはきちっと多言

語化されているというところが分かりましたので。 

  少なくとも利用登録をしなければ、これ始まら

ないので、そのあたり是非フォローをいただきた

いなと思うのですけれども、いかがでしょう。 

○子ども政策課長 富田委員おっしゃるとおり、ア

ポなし訪問等で伺った際に外国の方がいらっしゃ

って、やっぱり読めないので登録しなかったとい

う方もいらっしゃいました。 

  そういったことから、今後、勧奨はがき等にＱ

Ｒコードを付けて、外国の方でも登録できるよう

な、そういった体制を取れればということで、今、

事業者と協議しているところでございます。 

○富田けんたろう委員 是非よろしくお願いします。 

  あと、こども誰でも通園制度、１点だけ私もち

ょっと気になったのが、区立保育園については方

向性が今出てきたわけですけれども、私これも前

回ちょっと申し上げたかなと思うのですが、試行

的にやっている練馬区は本当に抽せんが当たらな

いということで、子どもたちを、月１０時間とい

う枠組みの中でうまく入れ替えていかなければ、

抽せんに落ちたら全くこれ利用ができないという、

本当に不公平感というのも出てきちゃうよねとい

うことで。 

  この２８０人というのは、月に直すと１０人で

すか、１０人になってくるかと思うのですが、２

８０人という数字を大きくするには、例えば、こ

れ半期で入れ替えるわけですけれども、もう少し

こまめに入れ替えていくとか、何かそのあたりと

いうは、どのような検討をされて、今回その半期

という形になったのか教えてください。 

○保育・入園課長 事前の調査では、多くの方から

利用してみたいというようなお声がございました

ので、そういった方たちを公立保育園に置き換え

たときに、より多く受け入れられる人数というこ

とで、今回このようなスキームを考えさせていた

だきました。 

○富田けんたろう委員 現場からは、半年で入れ替

えるのがいいのではないかと、そんな声があった

ということなのでしょうか。 

○保育・入園課長 そうですね、一緒に話をしてい

く過程で、そのように決まりました。 

○富田けんたろう委員 先ほど子ども家庭部長から

もスロースタートでやっていくということだった

ので、現場と話をしながら、１，８００人でした

か、想定利用数が、それを単純に見ていくと明ら

かに需要の方が大きいということだと思いますの

で、是非柔軟に、見直しながらやっていただきた

いというふうに思います。要望です。 

○いいくら昭二委員 私からも二、三質問させてく

ださい。 

  子育て家庭、全家庭に訪問するという気持ちで

されていると思うのですけれども、約６か月弱ぐ

らいになって、昨年もいろいろな議論があった中

において、初めてのことということでいろいろ行

き違いがあったということで３か月過ぎてますの

で、大分順調にいってきているのだろうなとは私

自身は思っているのですが。 

  これ、陳情でもありますので、この３か月ぐら

い、４か月に当たって、大分スムーズにいきつつ

あるのか、いまだに何かトラブルもあるのか、そ

の点について、まずお伺いします。 

○子ども政策課長 大きなトラブルというのは、も

うなくなってきております。 

  ただ、１件、相談された際に自分の経験をお話

しする訪問員の方、何が言いたいかというと、悩

みがあるお母さんに、自分の経験上大丈夫だよと

言っちゃう方が、安心のために言ってしまうとい

う、そういった訪問員がいたので、寄り添って傾



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １１  

 

聴して回答するようにというふうな、そういった

御意見はいただいているところがございます。 

○いいくら昭二委員 今の話、大丈夫というのは励

ましの話でもあると思うのですけれども。今後、

傾聴するという話なのですが、具体的に、区とし

てそういう場合、例えば寄り添うという形で何か

話をしなくちゃいけないとなったときには、大丈

夫だよという形では言わないのですか。どういう

形で言ったらいいのですか。 

○子ども政策課長 基本的には、大丈夫だよという

回答につきましては、受け取る方を見ながら回答

する形になります。 

  やはり真に助けを求めているような方々に、大

丈夫だよという言葉を掛けることは、その方を潰

してしまう可能性がありますので、そうではなく、

やはり聞いて、聞いた中でどこにつなげられるか、

そういったことを念頭に回答してくださいという

ふうなお話はしているところでございます。 

○いいくら昭二委員 いろいろな意見があると思う

のですけれども、本当に個々にいろいろなことが

たまっている部分の中において、少しでも取り除

いてあげるということが大切なのかなと思ってお

りますので、よろしく。 

  それで、先ほどもちょっと議論があったのです

けれども、今回は２，５００所帯を目標にという

ことで、お話でいくと約四千二、三百の対象者が

いるということで、今回のアンケートを取るとい

うことを、この一、二か月間でやるということで。

そうすると、やはり漏れてしまうということで、

またそれは対策をお願いしたいと思うのですけれ

ども。 

  区として、やはりこれは全国網になっているわ

けですから、少しでも１００％に近づくという部

分において、私なんか思うのですけれども、子育

ての中において、健診のときに、健診は大体１０

０％ぐらいの形で接触ができているような形でよ

ろしいですか、３か月とか４か月とかその辺。 

○保健予防課長 ３・４か月健診ですけれども、受

診率は９６％でございます。 

○いいくら昭二委員 今の答弁、やはり衛生部から

もこのような話があったので、何かこれ連携して、

今これでいくと約６割から７割ぐらいという部分

において、今の９５％ぐらいというのは、何かそ

こに回答というか答えが導けるようなあれがある

と思うのですが、子ども政策課長、どうですか。 

○子ども政策課長 いいくら委員おっしゃるとおり、

３・４か月健診につきましては、先ほどの回答の

とおり９６％ということで高い数値になっており

ます。そういったことから、我々も保健センター

に出向かせていただいて、そういう健診があると

きに声を掛けさせていただければ、９６％はクリ

アできるというふうに思っておりますので、そう

いった方策を考えていきたいというふうに思って

おります。 

○いいくら昭二委員 やはりこれ、足立区としても

肝煎りでやっているわけですから、少しでもそう

いう、３割ぐらいの方はその中において分からな

かったとか、いろいろな事情がある中において、

健診は来ていただけるという部分においては、や

はり横の連携という部分においてはしっかりやっ

ていっていただきたい。 

  子ども家庭部長、その点はどうですか。 

○子ども家庭部長 衛生部とは、この事業におきま

してはかなり連携してやっていますので。ただ、

９６％の方に接触はできると思うのですけれども、

その方がきちんとこの事業で訪問させてくれるか

どうかは、また別の話になってきますので、そこ

はちょっとうまいことやっていきたいというふう

に考えております。 

○髙橋まゆみ委員 ありがとうございます。私から

も、家庭訪問事業におけるアンケートの調査の中

で、このアンケートの中で、３番ですね、配布し

た絵本はどのくらいの頻度で読んでいますかの中

に、申請中又は申請予定という項目が入っている
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 １２  

 

のですけれども、これまでこの委員会で、やはり

持っていってほしいという要望がかなりあったと

思うのですけれども、今後はどのような形になっ

ていきますか。 

  要は、配付を続けていくのかどうかというとこ

ろです。 

○子ども政策課長 現時点の契約においては、プロ

ポーザルにおきまして郵送するというふうな契約

になっております。したがいまして、今後、その

見直しの中で、お持ちするかどうかというのは検

討させていただければというふうに思っています。 

○髙橋まゆみ委員 まだはっきりそのあたりは決ま

ってないということだと思いますけれども、委員

会でもいろいろな議員が言ってましたけれども、

是非持っていっていただいて、その場で、話すき

っかけのものなので、是非これは持っていってい

ただきたいなと思います。 

  せっかくこのアンケートを取るところで、その

下の「子育て支援品として今後どのようなものを

受け取れるといいですか」と聞いているにもかか

わらず、ここにその人の意見が反映されないので

すよね。そのほかには自由記載のところがたくさ

んあるにもかかわらず、何が欲しいというのをせ

っかく聞けるチャンスなのに、ここに記述する場

所がないというのは、下の方だとまた変わってく

るのですよね、自由記述のところで書かれると。 

  せっかくなので、何が欲しいというところを聞

いた方がいいと思うのですが、いかがですか。 

○子ども政策課長 自由記述を設けるという手法も

ございましたが、ある一定の商品、商品というか

品物を我々の方で抽出している状況ですので、そ

の他で御意見を聴取するという考えは今のところ

ございません。 

○髙橋まゆみ委員 すごく、私それはもったいない

と思うのです。せっかく皆さんの声が聞ける場所

で、興味を持ってもらえるか、その興味を持って

もらえたものをそこに持っていくことにより話す

きっかけになると思うのですけれども。 

  こちらが提示するものの、この１０項目の中で

選べというのはちょっと違うのかなと思うのです

けれども。もし改善が、これからできることがあ

ればやっていただきたいと思うのですが、いかが

ですか。 

○子ども政策課長 このアンケート、２種類のパタ

ーンで取得しようと思っています。二つ目の手法

としては、会場でいろいろな方から御意見いただ

きますので、そういった御意見を伺っていければ

なというふうに思っております。 

○髙橋まゆみ委員 是非よろしくお願いいたします。 

○太田せいいち委員長 ほかに質問は。 

○岡安たかし委員 私も、２点ぐらいなのですけれ

ども、このポピュレーションアプローチの件です

けれども、先ほど来のやり取りの中で、訪問員が

やり取りをしている中で軽々に大丈夫だとかと言

わないようにという話もありましたけれども、現

実にそういうことを言ったからこそのそういう情

報が入っていると思うのですが。 

  委託業者、あるいは区の直接行く方に対しても、

その辺の、研修というか、どういうやり方でやっ

たのか、そこを教えてください。 

○子ども政策課長 研修におきましては、事業者に

つきましては、採用される際に１日間、訪問員研

修を行っております。区の職員につきましても、

同じような研修をしております。 

  また、途中経過で、研修を適宜実施するという

ような話は聞いております。 

○岡安たかし委員 何か、もちろん研修、その時間

の問題、内容もちょっと拡充というか充実してい

く必要もあるかと思うのですが、それと同時に、

マニュアルというか、研修というのは大体、我々

もそうですけれども、聞いたときは覚えているの

ですけれども、次の日には半分ぐらい忘れて、１

週間たつと８割ぐらい忘れている場合もあるわけ

ですよ。 
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 １３  

 

  やっぱりそのときのポイントがちゃんと書いて

あるものをつくる必要があると思うのですけれど

も、いかがですか。 

○子ども家庭部長 岡安委員おっしゃったようなも

のもつくらないといけないですし、これは相手の

あることなので、マニュアルどおりいかない、さ

っき言ったように寄り添い型をしないといけない

方もいるし、寄り添ってばかりで何も答えてくれ

ないという保護者の方もいるはずなので、その方

の様子を見ながら適切な言葉を掛ける能力がやっ

ぱり必要なので、そのあたりを特に重視して研修

していかないといけないかなというふうに考えて

おります。 

○岡安たかし委員 今回アンケートをこれから取る

中で、その辺も少し見えてくるのかもしれません

が、そういったところももうちょっと見えるよう

なアンケート内容の方がいいのかなと。４番です

か、４ページに書いてある、そこで、４、５ぐら

いですか、どこまでそういったところが把握でき

るかというのはあると思うのです。あと、訪問員

の方にも今の研修で十分かどうか聞くとか、そう

いうのも必要なのかなと思います。 

  さっき、対象が約４，２００世帯ぐらいですか、

登録してるのが２，５００と。この１，７００ぐ

らいの差というのがなぜか、そのあたりの理由を

把握は今されてますか。 

○子ども政策課長 やはり、前回の委員会等でも御

説明させていただいたとおり、この訪問事業を、

自宅の中に上がって訪問するというふうに勘違い

されている方がいらっしゃるというところが大き

なところということと、あと、訪問員のアポなし

訪問のお話の中で、面倒くさいからという方も中

にはいらっしゃるので、そういったところを、ど

うやって入っていただくかというのを課題として

考えております。 

○岡安たかし委員 これ、１，７００、別に５世帯、

１０世帯まで細かくということを言っている意味

ではないのですけれども、ざっくり、皆さんのち

ゃんと意見を聞いたということなのですか、今の

は。 

○子ども政策課長 大変申し訳ございません。全て

の方のということではなく、今現在３０軒程度、

アポなし訪問を行っているのですけれども、その

中でコンタクトが取れた１０軒の方にお話を伺っ

て、そういった回答をさせていただいております。 

○岡安たかし委員 対象世帯、利用者登録してる人

も分かるわけですから、登録してない人、何らか

の形で、電話でもはがきでもメールでも、聞ける

だけ聞いた方がいいのかなと。１，７００のうち、

例えば９００だったら９００でしようがないと思

うのですけれども、それを分類したときに、今の

ようなことになるのか、又は思った以上にこちら

が多かったというふうになるのか、それに対して、

またその課題に対しての対策を打てると思うので、

これは要望ですけれども、しっかりやった方がい

いと思いますのでお願いします。 

  以上です。 

○太田せいいち委員長 ほかに質問はございますか。 

○土屋のりこ委員 私も子育て訪問事業に関しての

ところなのですが、事業改善につなげるのが目的

ということなのですけれども、課題と認識してい

る点はどういう点かということを、まずはお願い

します。 

○子ども政策課長 課題としては、まず、今皆様か

ら御質問いただいているとおり、訪問件数という

のが、まだ５割、６割近くになっているといった

ところと、あと、これから先、満足度の高い事業

を展開したいといったところで今回のアンケート

を取らせていただいているというところになりま

す。 

○土屋のりこ委員 似たような同様の事業をやって

いる各自治体でも、それぞれの手法によって利用

率が違うかと思うのですが、例えば明石市とかの

置き配をやっているところはやっぱり高いし、品
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川区と大田区でしたか、対面しないと渡さないよ

というところはやっぱりちょっと低いというふう

な傾向もあると思うので、同様の事業をやってい

る他自治体の利用率というところも、今後の委員

会等で併せてお示しいただければということは一

つ要望させていただいて。 

  これ、分析して改善していくというところなの

ですけれども、まだ足立区は始まったばかりとい

うところで、いろいろ意見がたくさん出るのはい

いことだと思うのですが、それによって船頭多く

して船山に登るということにならないかというこ

とは少し心配をしている点で。 

  欲しいものを配るというのは給付策的側面が強

くなるということにもなるのかと思うのですけれ

ども、現在、出産前後の経済給付策は手厚さを増

していまして、この後の情報連絡にもありますけ

れども、現状で現金・クーポン等幾らもらえるよ

うな実態かということはいかがでしょうか。 

○保健予防課長 情報連絡にもございますけれども、

「赤ちゃんファースト」が３万円プラスになった

ので、妊娠時から１歳児までです、合計３０万円

になりました。 

○土屋のりこ委員 そうなのですよね、私のときで

２２万円だったのですけれども、私の１年前が１

２万円、令和４年度２２万円、２７万円になって、

これから３０万円になるということで、そこはす

ごく充実してきていて、現金ももらえるし、クー

ポンということでカタログからも選べるというと

ころは拡充されている中で、では、このポピュレ

ーションアプローチ策としてはどういうものをす

ればいいのかということだと思うのですが。 

  明石市、私たちも行ってきましたが、おむつ定

期便を導入したというところ、一番の違いはそう

いった経済給付策の在り方が全く違うと。明石市

はそういったことはなくて、経済給付と併せて見

守り訪問もするということをセットにした事業と

して高い利用率を実現されているというところだ

と思うのですけれども。足立区の場合は、目的と

してポピュレーションアプローチ、ハイリスクア

プローチだけではなく全ての人にアプローチする

目的ということで、一つが、悩みを継続的に相談

できる仕組みを構築すること、二つ目が、経済給

付的側面ではなく、読書習慣の定着や親子の愛着

形成という、この二つということで始まったとい

うことでして、私もいろいろあるのですけれども、

このスキームについては不満はなくて、これでい

いかと考えている立場なのですが。 

  この間言っているのは、そういった「助けてあ

げますよ」みたいな支援臭を打ち消しながら、支

援者と被支援者の間に信頼関係をどう構築してい

くのかということで、工夫できることが、余地が

あるだろうということで、絵本力についての理解

の醸成を位置付けてはどうかということを言って

いるのですけれども。 

  そういう観点でこのアンケートを見ると、何が

欲しいですかというようなことしか聞いていなく

て、欲しいものを持っていけば心を開いて相談す

るのかというと、そうでもないと思うので。そも

そも、事業目的に関しての設問がないというのは

ちょっといかがなものかと思います。読書習慣に

ついて、もうちょっとこの中でもしっかり聞くべ

きではないかと。 

  配付した絵本をどれくらい読んでいるかだけで

はなく、ふだん絵本をどれくらい読み聞かせてい

るのかとか、読み聞かせについて悩んでいること

はあるのかないのかとか、そういったあたりで、

もうちょっと踏み込んで聞いてみてはどうかと思

うのですけれども、いかがでしょうか。 

○子ども家庭部長 土屋委員おっしゃるとおりだと

思います。我々は愛着形成とか読書習慣とか悩み

の相談、プラス、小学校へのつなぎとして、レジ

リエンスの向上とか、そういうものを目的として

この絵本の事業を考えましたので。 

  いろいろな意見がありまして、こういう形のア
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ンケートになりましたが、絵本での愛着形成とか、

そこの部分のアンケート項目はちょっと変更した

いと考えております。 

○土屋のりこ委員 是非お願いします。やっぱり、

ぱっと、こういうのがあるよというチラシとかを

見て、絵本がもらえる、別に絵本は要らないよな

と思ってしまう人の中にも、もうちょっと説明を

丁寧にすることによって、そういうことならもら

ってみてもいいかなというふうに思うかもしれな

いですし、もうちょっとそのあたりの理解、事業

目的についての理解を深めるといった観点での働

き掛けを強化することも、利用率を高めることに

なるのかなと思います。 

  あと、絵本配付を通した読書習慣の定着支援と

いうのを位置付けたのは、区内の子育て支援団体

等にもヒアリングをされたということで、結構私

も当時おむつを強く推していた立場で、いろいろ

子育て団体の方たちに私も聞いてみたところ、や

っぱりそこでいろいろな意見をいただいて、「絵

本がいいのよ足立区は」というふうなことも聞い

たのですけれども。 

  今回も、こういった実態、状況の中で、子育て

団体等の方たちにも、いま一度、現状の報告と併

せて意見をヒアリングしてみてもいいのではない

かと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○子ども政策課長 そうですね、そういった団体の

方々に対しましても、貴重な御意見ですので、伺

う機会を設けたいというふうに思っております。 

○土屋のりこ委員 是非お願いします。 

  最後に、こども誰でも通園制度に関して、一つ

なのですが、この制度が開始されると、ほかの事

業にどういう影響があるかということで把握がで

きないかと思いました。区立園では一時保育につ

いても１日２名ということで、同様、近しいスキ

ームでされているかと思うのですけれども、預か

り送迎の事業とかもあったりして、ベビーシッタ

ー補助とかも、いろいろな形であるのですけれど

も、それぞれのものがどういうふうに数値的に変

化していくのかということで。 

  そういったところ、運用開始後になるかとは思

うのですけれども、全体的にそういった一時預か

り的な事業の数値的な変化を、今後の報告の中で

も併せて報告いただけたらと思うのですけれども、

いかがでしょうか。 

○保育・入園課長 実際に運用を始めてからにはな

りますが、その辺の一体的な子どもの預かり事業

の実績については御報告させていただきたいと思

います。 

○太田せいいち委員長 ほかに質問はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○太田せいいち委員長 なしと認めます。 

  次に、各会派の意見をお願いいたします。 

○くじらい実委員 今回請願として、新たな制度を

求める請願ということで、かなりいろいろとハー

ドルがあるのかなと思いながらお聞きをしており

ました。ちょっと１点、こども誰でも通園制度の

パブコメ、本当にかなり厳しい意見が多かったの

かなと思っております。 

  やっぱり新しい制度を始めるに当たっては、こ

うした課題の解消も真摯に受け止めてもらいなが

ら、この請願に関しては継続でお願いします。 

○いいくら昭二委員 議論しましたように、アンケ

ート等をしっかり取っていただきまして、区民の

子どもたちのためにやっていただけるように、ま

た議論をしっかりと続けていきたいと思いますの

で、継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 新たな制度ということで、今日

はこども誰でも通園制度等々について質疑させて

いただきましたが、一言だけ申し上げておきたい

のは、こども誰でも通園制度の前提となる、いろ

いろな、運営費補助とか、それから、いわゆる利

用料の負担を、前回御報告いただいた無料にする

というところでの、東京都の「多様な他者」事業

の補助制度が危ういというような話を現場サイド
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から聞いていて、非常に心配されている声がある

と。しかも、これ来年度はどうなのか、再来年度

はどうなのかというところで、東京都のこの補助

金が恒久的な補助金ではない中で、区としては恒

久的な制度としてスタートしなくてはいけないと

いうことで、非常に不安定だと思うです。 

  そういう点では、こういった補助金等々につい

て継続していくことなどを、２３区の区長会など

でもしっかり求めていただきたいということも申

し上げて、請願については採択を主張いたします。 

○富田けんたろ委員 継続です。 

○佐藤あい委員 子どもを産み育てやすい新たな制

度とはという中で、子育て家庭訪問事業、始まっ

てからまだ期間は浅いですけれども、アンケート

を実施していただくということで、まず実際に当

事者の方々のお声を丁寧に聞いて、耳を傾けてい

ただきまして、よりよい施策にしていっていただ

きたいと思いますが、アンケートの内容などで、

ほかの委員の皆様からもありましたけれども、配

付属物に関しての設問がこのような形であること

で、物品提供というところにどうしても意識が行

きやすい部分もあるかと思います。 

  ただ、今回のこの事業、物品提供というのはあ

くまでも会うための手段といいますか、一つの材

料でありますので、この事業が始まった本質、何

のための事業なのかというところもしっかりと、

見失わないように、分析を進めていただき、より

よい制度設計にしていっていただきたいというこ

とを求めまして、本請願につきましては継続でお

願いします。 

○土屋のりこ委員 前回同様、採択でお願いします。 

○髙橋まゆみ委員 足立区は、住みたくなるような

足立区というのを目指していますので、是非、子

育てをしやすい、そのようなものを進めていただ

きたいということで、採択をお願いいたします。 

○太田せいいち委員長 それでは採決に移ります。 

  本件は継続審査とすることに賛成の方の挙手を

求めます。 

［賛成者挙手］ 

○太田せいいち委員長 挙手多数であります。よっ

て、継続審査と決定いたしました。 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 次に、報告事項を議題とい

たします。 

  ①をあだち未来創造室長から、⑤から⑦、以上

３件を子ども家庭部長から報告をお願いいたしま

す。 

○あだち未来創造室長 よろしくお願いします。 

  政策経営部資料の２ページをお開きください。 

  「足立区子ども・若者計画」（案）策定とパブ

リックコメントの実施について、御報告をさせて

いただきます。 

  まず、改めてになりますけれども、本計画につ

きましては、第２期足立区子どもの貧困対策実施

計画の期間満了に伴って、こども基本法に基づき

策定するものでございます。 

 項番２でございます。計画の名称ですが、これ

まで「こども計画」として御報告をさせていた

だいておりましたけれども、最終的には「足立

区子ども・若者計画」という名称で進めさせて

いただきたいと考えてございます。 

 理由につきましては、中ほどに記載してありま

すけれども、子どもという表現が、どちらかと

いうと小さい子、小さい存在をイメージするの

でということで、また、今回のターゲットとな

る高校生世代以上の方にもきちんと計画を伝え

てまいりたいという考えでございます。 

 ３ページをお開きください。 

 上段に記載してあります、「未来へつなぐあだ

ちプロジェクト」のロゴですけれども、これま

でも子どもの貧困対策の計画で使ってまいりま

したロゴでございます。継続して使用してまい
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ります。 

 続きまして、基本理念について、こちらも最終

案といたしまして「全ての子ども・若者のウェ

ルビーイングを、ともに考え、ともに進むアダ

チ」、生まれ育った環境に左右されない、未来

に向かってということで、私どもとして最終案

を御提案させていただきます。 

 こちらの方もいろいろと審議会の中で御議論い

ただきましたけれども、中ほどに記載しており

ます、青井高校に行ったときに、ちょっと長い

と、書いてあることが多くて、ぱっと見てちょ

っと分かりづらいという御意見があったことを

踏まえて、最終的には少しキャッチーな形で修

正をさせていただきました。 

 ４ページをお開きください。 

 中ほどの計画につきましては御覧いただいてい

るかと思いますけれども、大きく計画の柱立て

としては、子ども・若者当事者、その家庭、地

域という三つの柱に分かれておりまして、施策

等、意見表明と参画機会、伝わる情報発信、切

れ目のない支援ということで、三つの視点で評

価していくと。プラス、審議会の中で、昨今の

社会情勢を踏まえて五つの課題を提案いただき

ましたので、こちらの内容も今回の計画に盛り

込んでございます。 

 最後、スケジュールでございます。明日からパ

ブリックコメントを実施させていただきまして、

３月の委員会でパブリックコメントの結果の御

報告、年度をまたぎますが、４月になりました

ら策定の御報告を改めてさせていただきたいと

考えてございます。 

 私からは以上でございます。 

○子ども家庭部長 では、教育委員会の資料、１３

ページになります。保育園（公設・民営）、指定

管理者が管理する１５施設の評価をいたしました

ので御報告させていただきます。 

  １４ページに、今回評価が上がった園、３園で

ございます。下がった園はございませんでした。 

  １５ページに、それぞれの園の詳細を記載させ

ていただいてますし、別添資料を御覧いただけれ

ばと思います。 

  １６ページになります。学童保育室１６施設の

評価についての御報告になります。こちらは、１

７ページの項番６のところですが、上がった学童

保育室が２室、下がったのが５室でございます。

詳細は、次の１７ページ、１８ページと別添資料

を御確認いただければと思います。 

  そして、１９ページ、今度は小学校内の学童保

育室の事業者の特定についての御報告でございま

す。 

  ２１ページの資料で、それぞれ四つございます

が、このうち上の二つ、１番、２番、鹿浜五色桜

小学校と保木間小学校は新規、３番、４番は去年

開設したのですが、去年は急遽、入札でありまし

たので、今回プロポーザルした内容でございます。

こちらも別添資料を御確認いただければと思いま

す。 

  私からは以上になります。 

○太田せいいち委員長 質疑に移ります。 

  何か質問はございますか。 

○くじらい実委員 私は、指定管理者の評価結果、

子どもの施設と学童保育と、それぞれ資料を出し

ていただいて確認させていただいたのですが、幾

つか項目ごとに確認したいのですけれども。 

  最初に、東保木間保育園とやよい保育園が委託

料の範囲で収まらずに、収支が赤字ということで

書いてありまして、まず、この原因と、今後の対

策としてはどう考えていらっしゃるのでしょうか。 

○私立保育園課長 この２園で収まらなかったのは、

保育士を雇うために、派遣等、あとは紹介会社を

使ったために急遽支出が増えたというところが原

因になっております。 

  来年度以降については、計画的に保育士の採用

等を考えていただいて、急な採用が発生しないよ
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うなところで対応するようにはお願いしてるとこ

ろでございます。 

○くじらい実委員 しっかりそちらも、事業者とや

り取りをしっかりしていただきたいと思います。 

  併せて、東保木間保育園なのですけれども、滑

り台の評価がＣ判定ということでありまして、こ

れ、前年もＣ判定ということで、補修してという

ことで対応してると思うのですけれども。 

  これ、何か改修などの対応というのはできない

ものなのでしょうか。 

○私立保育園課長 この滑り台については何年もＣ

判定が出ておりましたので、今回の評価委員会の

中でも今後の対応を検討するようにというところ

で意見が付されております。 

  その検討結果については今年度中に保育園から

いただくようになっておりますので、その内容を

含めて、どのような対応をするかについては園と

区で検討したいと考えております。 

○くじらい実委員 こちらは恐らくけがにつながる

可能性は大いにあるのかなと思いますので、今対

応はしていただいていると思いますけれども、し

っかり安全面を確保していただきたいなと思いま

す。 

  そして、新田さくら保育園が、時間外労働時間

が令和５年度で平均１０時間を超えているという

ことで、令和６年度も１０時間以下である確認は

取れてないということなのですけれども、こちら

も、ちょっと労働環境の話になってしまいますが、

これは原因と対策、いかがでしょうか。 

○私立保育園課長 新田さくら保育園については、

職員を雇用する予定であった方がどうしても雇用

できなかったところで、そのほかの職員の残業時

間が増えてしまったというところで、このような

結果になっております。 

  来年度以降については、しっかりとした採用計

画等を立てていただいて、できる限り残業等を減

らしていただくような形では指導しているところ

でございます。 

○くじらい実委員 まず採用計画をしっかり立てて

いただいて、またこちらも、１０時間以下という

ところをしっかり進めていただきたいと思います。 

  続きまして、学童保育の方ですけれども、こち

らも収支の話で、なかよし学童保育室と竹の塚学

童保育室が余剰金がかなり多く残っているという

評価をされてまして……。すみません、失礼しま

した、収支が赤字なのが、なかよし学童保育室と

竹の塚学童保育室で、逆に余剰金が多く残ってい

るのが江北五色のさくら学童保育室と亀田学童保

育室ということで、かなり収支の、赤字と残して

る部分と、かなり差が出てしまっているのかなと

思うのですけれども。 

  これ多分、委託料の話の中で、区の出してる算

定の基準というのが曖昧なのかなというのも、ち

ょっと受け取れてしまうのですが、そちらに対し

てはいかがお考えですか。 

○学童保育課長 収支の差につきましては、比較的、

人材確保の点でかなり差が出てきてしまっている

かなと思っております。例えば、正規職員が雇用

できないので、代わりにアルバイトの職員を多く

配置したりとか、あとは、職員を採用するに当た

って紹介会社を使うことで、その分、費用がかさ

んでしまったりとか、そういう清算ができない項

目についての差が出てきてしまったのかなと考え

ております。 

  そこについては、今後、事業者とも整理して対

応していきたいと考えております。 

○くじらい実委員 これ多分、指定管理、いろいろ

なところでの人件費の高騰というのは、かなり課

題になってくるのかなと思いますので、こちらも

しっかりと事業者との連絡を密にしていただいて、

今後対応していただきたいと思います。 

  最後になりますけれども、これ一番大事かなと

思ったのがアレルギー対策なのですけれども、担

当課との認識に相違があるという書き方をされて
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いるところが２か所ありまして、さかえっこ学童

保育室と新田学園第二学童保育室。 

  担当課との認識に相違があるということは、も

ともと防げるものを、認識の違いで防げない可能

性も出てくるので、特にアレルギーは命に関わる

可能性がありますから、ここについては今後どう

やって解消していく予定なのでしょうか。 

○学童保育課長 学童保育室では、危機管理マニュ

アルというマニュアルに沿って基本的には対応し

ていただいております。アレルギー対応、各学童

保育室で行っていただいているのですけれども、

例えばダブルチェックの仕方が区が指定する仕方

ではなくて、２人で確認してるのだけれども、例

えば記録が足りなかったりですとか、あと、確認

は十分してるのですけれども、使っているお皿を

ほかの児童と同じ形のお皿を使っていたりとか。

そうすると事故につながるおそれがありますので、

必ず目で見て分かるように、違うお皿を使ってと

か、確認はしてるのだけれども、必ずそれも記録

を取ってとか、そういった細かい部分で差異があ

ったというふうに聞いております。 

  これについては、巡回でも、指導・検査をした

ときに、まず指摘をして、その後の巡回でも直っ

ているかどうかというのは、ちゃんと確認をして

まいりたいと思っております。 

○くじらい実委員 区との認識のずれというのは、

もう確認はされているということで。これからさ

れるのですか。 

○学童保育課長 ずれはもう確認はしておりますの

で、それが直っているかどうかというのをチェッ

クしていきたいというように考えております。 

○くじらい実委員 特にアレルギー対策、命に関わ

る点でも大事だと思います。本当に認識不足でと

いうところがないように、しっかり確認していた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

  以上です。 

○太田せいいち委員長 ほかに質問はございますか。 

○佐藤あい委員 すみません、「子ども・若者計画」

（案）に関してのパブコメ実施について、少し伺

いたいと思います。 

  策定に当たって審議会等を重ねていただいて、

実際に当事者参画という観点で、アダチ若者会議

の実施を青井高校で行っていただいていると思う

のですが、そういった当事者の方々の広い声をし

っかりと上げていただくという形が十分確保され

ていたかという点で、青井高校でのアダチ若者会

議、あと、今回行うパブコメ以外に、どのような

形で意見を吸い上げていたのか教えてください。 

○子どもの貧困対策･若年者支援課長 今回、当事者

の声の確認という意味では、まず審議会の中に若

者、当事者にも入っていただいたというところも

一つかなと考えております。あとは、今足立区の

公園、実際には綾瀬のハト広場ですとか、そうい

った所でプレーパークという事業をＮＰＯ団体を

中心に実施しているところもございます。 

  そういったところで、実際なぜそういったプレ

ーパーク事業に子どもたちが集まるのかというと

ころを当事者の声を聞いたりといったところも、

審議会の中でも御報告の中に入れさせていただい

ております。そういうところから、当事者の声を

確認してきたというふうに考えております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。様々な場

で当事者の皆さんのお声を聞いていただいた上で

計画の策定を進めていただいているということで、

ありがとうございます。 

  今回最終案としてあった理念というところでも、

「ともに考え、ともに進む」という言葉が入って

おります。こちらの計画決定後、そして、その後、

計画の内容を計画で終わらせずに、実現をしっか

りとしていくという中で、当事者のお声を今後も

継続的にしっかりと聞いていくということと、一

緒に考えていくという、当事者参画のルールとい

うのも、ある程度設けていく必要があるかと思い

ますが、そのあたりはいかがでしょうか。 
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○子どもの貧困対策･若年者支援課長 子ども、若者

を単なる支援の対象としてではなくて、権利の主

体として尊重していくという姿勢は非常に重要な

考え方かなというふうに考えております。 

  事業のあらゆる場面で子ども・若者の声を確認

して、当事者の声を反映させるという過程は、今

回この「子ども・若者計画」は横串の計画でござ

いますので、そういったところを庁内に浸透させ

ていくといったところ。また、評価の中にも、そ

ういった子ども・若者の意見表明ができていると

か、参画ができているという視点は反映させてい

くような形で計画の方は考えてございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。今回の計

画、かなり対象も広いという中で、２９歳までの

若者も入るというような中で、それに付随する事

業、施策というのもかなり幅広くなってくるかと

思います。それぞれの政策、制度を見直し、新た

につくっていく際にも、しっかりと若者の声とい

うのが反映できるように進めていただくとともに、

やはり計画を立てたからということで、そこで満

足せず、継続していただきたいなと思います。 

  子ども・若者計画の中で一点、子ども・若者の

居場所の確保についても触れられておりました、

そういった中で、地域学習センターなど既存の場

所も、そういった居場所になり得るというような

形で書いていただいているかと思うのですが、そ

の点で少し確認をさせていただきたいのですが。

現状の地域学習センターなどのフリースペース、

居場所というか、子どもたちも自由に使えるよう

な状況になっているとは思います。そういった中

で、子どもたちの利用の仕方などで、例えばにぎ

やかに過ごしたりとかという中で、クレームが入

ってしまって、学校がその対応をしなくてはいけ

ないとかということも耳にしております。 

  この居場所づくりにおいては、子ども・若者に

とって居心地がいいというのもそうですし、ほか

の世代と共存できる設計、ルールづくりというの

も重要となりますけれども、そのあたりいかがで

しょうか。 

○子どもの貧困対策･若年者支援課長 佐藤委員お

っしゃるとおり、若者・子どもの利用者側の目線

のみならず、その他の世代の方々からも、安心し

てみんなの世代で使えるような環境というのは必

要かというふうに考えております。 

  いろいろな、今、区で施設がございますので、

地域学習センターのみならず、ほかの居場所にな

り得るような所もこれから検討していかなければ

いけないと考えておりますので、そういった利用

者に配慮できるような視点というのは大事にして

いきたいなというふうに考えております。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。本当に区

民の皆さんがという目線になると、すごく難しさ

もあるとは思うのですけれども、そういったゾー

ニングだったりとか、いろいろとルール設定とい

うところも含めて、居場所というのをしっかりと

確保をしていただきたいなというところと、あと

は、放課後の時間に関しても、学校の先生方が見

回りだったりとかで対応に追われているというの

は、なかなか望ましい状況ではないのかなと思い

ますので、そのあたりについてもしっかりと検討

をいただききたいと要望させていただきまして、

終わります。 

○ぬかが和子委員 私も、子ども・若者計画につい

て質問させていただきます。私はこの審議会の委

員だったので、本当に、スローガンをつくるとき

も含めて、また、質疑の組み方なども若者が発言

しやすいようにとすごく工夫をして頑張ってこら

れた審議会だなというふうに思っているのです。 

  これ、ひとつ副区長になのですけれども、私い

ろいろな計画づくりの審議会に出る中で、比較的、

今回の計画づくりの審議会とか基本計画の審議会

というのは、本当に審議会で議論して、どんどん

中身が変わっていく、審議会の議論を基にきちん

と意見が反映される、若者の意見も反映されると
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いうのを体験する一方で、そうでもない審議会も

あるわけですよ。そこは、やっぱり今回の子ども・

若者計画づくりの審議会のようなやり方というの

をロールモデルとして、ほかの審議会でもそうい

うふうにできるようにしていただきたいと思って

いるのですが、どうでしょうか。 

○副区長 今審議会員になるべく若者枠を設けて、

若者を必ず入れて、若い人の意見を集約するよう

な形で全庁に周知をしております。 

  基本計画や子ども・若者計画で、若者が参画し

て非常に立派ないろいろな御意見をいただいたと

いうことは、庁内でも連携しておりますので、な

るべくこういった事例がほかの審議会にも影響す

るように、これからも取り組んでいきたいという

ように考えております。 

○ぬかが和子委員 単に若者枠をつくるだけだと、

ある審議会では募集が埋まらなくて若者を採用で

きなかったというところもありますから、やっぱ

りそこは単に若者枠をつくるだけではなくて、若

者の意見を本当に反映させる工夫というか、そう

いうものもやっていっていただきたいというふう

に思います。 

  その上で、今回の子ども・若者計画というのは、

ここでも三つの視点である、先ほど質疑もありま

したけれども、学者の先生なども言うには、フェ

ーズが変わっているのですよと、つまり、今まで

だったら子どもの貧困対策だったり子育て支援的

なものが中心だったことから、こども家庭庁の発

足などもありましたけれども、子どもが主役です

よという、子どもの権利条約の立場で、子どもの

参画というのが中心なのですよということが、一

番大きく従来のいろいろな計画とは変わった点だ

というふうに思っているのですが、その辺どう認

識してますでしょうか。 

○副区長 もちろん、この計画の名前が「子ども・

若者」というところですので、これから日本を背

負っていく若者たちが、どういうふうに考えて、

どういうふうに取り組んでいきたいのか、そうい

うところをきちんと区が把握をして、施策に生か

していくことが重要だというふうに認識をしてお

ります。 

○ぬかが和子委員 本当にそういう点では、若者参

画というか、子ども参画をしっかり強めていただ

きたいと。 

  全国の自治体での取組を興隆する宮本みち子先

生も提唱していた、若者のまちづくりサミットと

いうのがあるというのを何回か紹介したことがあ

って、これは誰でも参加できるけれども大体自治

体関係者が参加する、でも議員も自由に参加でき

るという会なのですが、こういうものも是非参加

して、若者参画の優れた経験をしっかり足立区の

ものにしていっていただきたい、また、足立区で

頑張った経験も発表していっていただきたいと思

っているのですが、どうでしょうか。 

○あだち未来創造室長 これまでも何度か同じよう

な御意見を頂いて、私どもも参考にしてまいりま

すという御答弁を差し上げていると思います。今、

中では、一度ちょっと見に行くということも含め

て検討していこうということで話していますので、

また改めて御報告したいと思います。 

○ぬかが和子委員 本当に近場でやってる場合もあ

ります。全国ですから遠い場合もありますけれど

も、是非そういうことで、前向きに取り組んでい

る自治体関係者とも自由に交流ができる場でもあ

りますので、取り組んでいっていただきたいとい

うふうに思います。 

  そして、この計画をこれからパブコメをやって

確定するわけだけれども、計画の進行管理を、や

はりこれも若者参画、住民参画でやっていただき

たいと。例えば環境審議会というのは、もちろん

議員選出の方もいるけれども、公募委員もいて、

そして計画の進行管理を行っているわけです。緑

の基本計画もそうですよね。それから、男女共同

参画も計画の進行管理を公募委員も含めて行って
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いると。 

  そういう形で、住民参加、若者参加で計画の進

行管理を行うということでやっていただきたいの

ですが、どうでしょうか。 

○子どもの貧困対策･若年者支援課長 計画の中に

は、学識の先生方にも専門的な見地から御意見を

いただくということは書いてございますけれども、

当然、区民の方々の参画というところも必要な観

点かと思いますので、そちらは評価の中で加わっ

ていただけるように、今公募を想定しております

けれども、そういった若者委員、当事者の参画も

目指して考えていきたいなというふうに思ってお

ります。 

○ぬかが和子委員 評価というふうに言われてたの

だけれども、事業評価とか計画評価ということよ

りも、計画の進行管理だと思うのですよ。つまり、

何を言いたいかというと、評価というとどうも評

価委員会のような評価をイメージしてしまうのだ

けれども、そうではなくて、審議会をちゃんとつ

くって、その中で、こういう点がまだ進んでない

ねとか、こういう点は進んでますねということを、

みんなで確認していく、そういう場をきちんと設

けていただきたいということなのですが、どうで

しょうか。 

○あだち未来創造室長 まず、これまでの審議会に

つきましては、今回、審議会の中で計画を議論す

るという条例になってますので、★★の条例は出

させていただきたいと思っています。その上で、

今後回していくに当たって、ぬかが委員おっしゃ

るとおり、計画のやった評価というよりは、ほか

の事業を、うまく事業を推進していくかというこ

とだと思います。 

  その件に関しては、どういった形で御議論いた

だくのか、こういった場なのか、また違う場がい

いのかというのは、もう１回議論して御報告しま

すけれども、現時点では様々な計画を、区の、私

ども子どもの貧困対策・若年者支援課の中で、具

体的にいろいろな事業に手を加えながら、意見を

出しながら、庁内で回していくということは想定

してますけれども、改めて御報告させていただき

たいと思います。 

○富田けんたろう委員 今、若者という話があって、

私もまだ若者なのかなといろいろ考えながら今日

の報告を聞いていたのですけれども。 

  まず、今ぬかが委員から、この計画の、要は進

行管理もきちんとやるべきではないかというお話

がありました。私もそうだなというふうに今聞い

ていて思ったので、ただ、進行管理をしていく上

で、若者が当事者であることを意識できるように、

きちんとこの計画を伝えていくということも非常

に大切かなというふうに思っています。 

  あくまでも内部的な行政計画だとは思いますけ

れども、ではどうやって伝えていくのかというと

ころで、何か今考えていらっしゃることがあれば

教えてください。 

○子どもの貧困対策･若年者支援課長 富田委員お

っしゃるとおり、子ども・若者、当事者に計画の

中身を伝えていくといったところは非常に重要な

ことかなというふうに考えております。 

  ただ、これをこのままお伝えしても、多分内容

についてはなかなか理解していただくのは難しい

のかなと思いますので、子ども・若者に、例えば

基本計画でいう子ども版みたいな形で、少しエッ

センスを子ども・若者に伝えられるような形で練

り直したものを、改めて周知用には使っていきた

いなというふうに考えております。 

○富田けんたろう委員 実際私も見ましたけれども、

６０ページを超えていて、やはり紙ベースでは、

今の高校生もそうですし、なかなか見ないだろう

というふうに思います。 

  ですから、事前にもちょっと申し上げましたけ

れども、やっぱり動画だというふうに私思います。

あと、役所の皆さんも最近いろいろな所に出向か

れて、やっぱり動画だというふうにいろいろな方
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に言われているというふうにも聞いてますので、

それこそ１分、２分ぐらいの動画で、今おっしゃ

ったような内容を凝縮して発信をしていくという

ことも是非やっていただきたいなと思いますけれ

ども、どうでしょう。 

○子どもの貧困対策･若年者支援課長 情報を発信

するツールとしては様々なものが検討できるかな

と思いますので、どういったツールであれば子ど

も・若者に伝わるかというところは考えながら進

めてまいりたいなというふうに考えております。 

○富田けんたろう委員 では、ゼロベースでよろし

くお願いします。 

  最後に１点だけ、学童保育の指定管理者評価に

ついて伺いますけれども、１７ページですか、数

値が出ているわけですけれども、点数だったり、

それから、満点に対する評価点、何％なのかとい

う点数が今回出ています。 

  ちょっと気になったのが、一番いいところでい

うと、満点に対する評価点が９２％ということに

対して、一番低いところでいうと６３％というこ

とで、３０％近く乖離があるという状況になって

いるのですが、区としては、この乖離、どのよう

に受け止めていらっしゃるのでしょうか。 

○学童保育課長 乖離につきましては、細かい点を

見た結果、ちょっと指摘が多かったところと、指

摘がそれほどなかったところというところで、や

はり出てしまうのかなと考えております。 

○富田けんたろう委員 そうなのかなと、実際に、

別添資料を見ても各園によって大分グラデーショ

ンがあるのかなと思う一方で、評価が低かったと

ころの指定管理者をよくよく見ると、ワーカーズ

コープがやはり低くなっているのが目立つという

ことで。 

  以前、職員の配置に問題があると指摘された事

業者でもあると思いますが、その後の配置だった

り、コンプライアンスですね、このあたりについ

て問題はないのか、改めて今の状況どうなのでし

ょうか。 

○学童保育課長 ワーカーズコープにつきましては、

その後、人員配置ですとかそういったところの問

題はございません。 

  今回指摘が多かったところが、例えば嘔吐が起

こった際に、各施設、嘔吐セットというのを用意

しているのですけれども、消毒液ですとか物品で

すね、そういったものが一部足りなかったりです

とか、あとは、施設を定期的にチェックをしてい

ただくのですけれども、その管理票がちょっと不

十分であったりとか、そういった細かいところの

指摘が多くございました。あとは、保護者アンケ

ートで、ちょっと特定の方にはなってしまうので

すけれども、保護者からの厳しい御意見があった

りと、そういったところから全体的に評価が下が

ってしまったというところがあると考えておりま

す。 

  今なかなか人材不足のところで、事業者も立て

直しをしているところでございます。新しい職員

が今だんだん、研修ではないですけれども、育っ

ていく中で、足りないところ、区の職員が巡回を

定期的にしておりますので、そこで手助けをしな

がら、９２％の施設に追い付くように指導してい

きたいというふうに考えております。 

○太田せいいち委員長 ほかに質問はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○太田せいいち委員長 なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○太田せいいち委員長 次に、その他に移ります。 

  何か質問はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○太田せいいち委員長  なしと認めます。 

  以上で、子ども・子育て支援対策調査特別委員

会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

午後３時０２分閉会 


